
平成３０年 ６月１０日

学 校 長 様

長崎県バドミントン協会

会 長 里 脇 清 隆

第 27 回 ＫＴＮ杯 長崎県総合バドミントン選手権大会（高校の部）

初夏の候 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

標記大会につきましては、財団法人 KTN スポーツ振興財団のご支援を受けて毎年開催しております。

KTN スポーツ振興財団は、昭和 63年 11 月 テレビ長崎開局 20周年を記念して設立されたもので、長

崎県民の体力の向上と健康の増進を図るとともに、広くスポーツの振興、発展に寄与することを目的と

しております。

財団では、この目的に沿って長崎県下の各種団体競技に対する選手強化費の助成、各種スポーツ大会

への協力などを行っております。

長崎県バドミントン協会におきましても、KTN スポーツ振興財団のご協力により、さらなる長崎県の

バドミントン競技の普及・発展を図っていきたいと考えておりますので、多くの方に参加していただき

ますようよろしくお願いいたします。

記

１ 主   催   長崎県バドミントン協会  財団法人 KTNスポーツ振興財団

２ 主   管   佐世保市バドミントン協会

３ 日   時   男子：平成３０年９月１７日（月） ９：００開館 １０：００試合開始予定

          女子：平成３０年９月２４日（月） ９：００開館 １０：００試合開始予定

４ 会   場   佐世保市体育文化館 （佐世保市光月町 6-7）

５ 種   目   男女 複・単

６ 競技方法   トーナメント戦（３位決定戦は行わない）

７ 競技規則   現行の（公財）日本バドミントン協会競技規則並びに大会運営規程による。

８ 参加資格   （１）長崎県バドミントン協会登録選手に限る。

             （申込書に登録番号を必ず記入すること）

          （２）高等学校在学中の者、または高校生と同等の年齢の者（３年生も出場可）

          （３）中学生は県中総体において３位以内に入賞した者のみ、それぞれの種目の

             出場を認める。



９ 参加制限   各高校 男女とも ４複・４単以内とする。（複・単の重複出場はできない）

１０ 申込方法   （１）長崎県バドミントン協会または長崎県高体連バドミントン専門部のホーム

             ページからエクセルファイルをダウンロードして入力してください。

          （２）「データ」の送信とプリントアウトした「申込書」の郵送をしてください。

                       ＊申込書の公印を忘れないように。

１１ 申 込 先   （１）データの送信先

             E-mail ： anraku_teruo@seiwajoshi.ed.jp

          （２）申込書の郵送先

             〒857-0015 佐世保市松山町 495 聖和女子学院高等学校  安楽照夫 宛

１２ 申込締切   （１）データ送信 平成３０年８月２８日（火）必着  期日厳守

                  （２）申込書郵送 平成３０年８月３０日（木）必着  期日厳守

１３ 参 加 料   一人 １，２００円 （中学生も 一人１，２００円）

          （※県振興基金２００円を含む）

１４ 参 加 料      （１）銀 行 名  親和銀行早岐支店        やまぐち きよたか

   振 込 先         口 座 名  佐世保バドミントン協会   山口 清隆

            口座番号    普通預金    ２３６１０９０

                  （２）郵 便 局                               やまぐち きよたか

                        口 座 名    佐世保バドミントン協会   山口 清隆

                        口座番号    普通預金     １７６７０－１１１６３７４１

                            ※「学校名」、「男・女」を必ず記入してください。

                   ※上記以外は受け付けませんのでご注意ください。

１５ そ の 他   （１）参加申込み後の変更は原則認めません。

          （２）組み合わせは、主管者に一任のこと。

          （３）電話（ファックス）での申込みは、受付けません。

          （４）服装は、（公財）日本バドミントン協会審査合格品とする。

          （５）審判は、原則として敗者審判とする。

          （６）持ち込んだ物のゴミは、各学校で責任もって持ち帰ってください。

          （７）申し込み後、不参加であっても、参加料の返還はいたしません。

          （８）事故があった場合、当協会では責任を持ち兼ねますので、各自スポーツ

             安全保険への加入をおすすめいたします。

          （９）当日は駐車場が混み合うことが予想されます。出来る限り乗り合わせて

             ご来場ください。

          （10）試合についてのお尋ね（連絡）は、聖和女子学院高等学校 安楽まで

                          電話(学校) 0956-23-9643

                          携帯電話  090-1519-9877


